
企業版ふるさと納税について
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対

して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から最大で寄附額の９割が控除される
制度です。

制度活用にあたっての留意事項
・1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象外となります。
・税額控除（最大約９割）の特例措置の適用期間は、令和６年度末までとなります。

田辺市

田辺市の概要
田辺市は、紀伊半島の南西部、和歌山県の南部に位置し、総面積は1026.91㎡

と近畿で最大の行政区域を有するまちです。
西側の海岸部に都市的地域を形成するほかは、東側には森林が大半を占める

中山間地域が広がっています。
また、田辺市は、和歌山県、奈良県、三重県にまたがる三つの霊場とそこに

つながる参詣道、それらを取り巻く文化的景観で構成するユネスコの世界文化
遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の中心地に位置しています。さらに、地域環
境を生かし、高品質な梅を持続的に生産してきた当該地域独特の農業システム
「みなべ・田辺の梅システム」が国際連合食糧農業機関の世界農業遺産に認定
されており、田辺市は二つの世界遺産を有するまちでもあります。

寄附手続きの流れ

ご相談・お申出
まずは下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
対象事業やご提供できるベネフィットについて説明させていただき、寄附申出書
を郵送させていただきます。

寄 附 ご提出いただいた寄附申出書をもとに払込方法のご案内をさせていただきます。
払込方法は納付書または口座振込によります。

税務手続き 払込の完了を確認し、税務申告に必要な受領証を送付いたします。
また、ベネフィットの提供方法についてご相談させていただきます。

【ご寄附に関するお問合せ】 【事業に関するお問合せ】
〒646-8545和歌山県田辺市新屋敷町１番地 〒646-1421和歌山県田辺市中辺路町栗栖川396-1
田辺市役所 たなべ営業室 (Tel)  0739-33-7714(直通)      中辺路行政局 総務課(Tel)  0739-64-0500(直通)
(Mail)  tanabe.eigou@city.tanabe.lg.jp             

和歌山県田辺市
企業版ふるさと納税のご案内

持続可能な地域づくりに向けて
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市ホームページや世界遺産熊野本宮館に企業名を掲
示させていただきます（紀州材：あかね材使用）

市表彰規定に基づく表彰をさせていただきます。
（寄附金額100万円以上の企業様が対象）

市HP、SNSにおける「情報発信」
のほか、「世界遺産熊野本宮館」へ
寄附企業のご芳名を掲示いたします。

皆さまからのご寄附で「旧二川小学校跡地」に創設される探究型
バイリンガル教育の私立学校（仮称：うつほの杜学園）の立ち上
げ支援を行い、人口減少が進む地域の地域振興の場を創出し、
持続可能な地域の再興を目指します。

【企業の皆様から頂いた寄附金の活用】
皆様より頂いた寄附金は、私立学校創設に伴い必要となる施設改修費用や備品購入費

（机、椅子、ロッカー等）、人件費、通信費等の開校準備費用等に活用させていただきます。

「仮称：うつほの杜学園」 創設支援

施設改修等整備に係る経費

学校創設の準備に係る経費

企業様にご提供できるベネフィット

※支援対象経費は抜粋となります。当該年度での対応が未実施の場合は、基金に積立て、翌年度以降に対応させてい
ただくことになります。
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世界遺産熊野本宮館

紀州材のあかね材を使用▶
したご芳名掲示板

市の表彰規定に基いた善行者表彰をさせていただきます。ただし、
寄附金額が100万円以上の企業様に限ります。

「仮称：うつほの杜学園」の特長
■教科を横断するプロジェクト探究学習とバイリンガル教育
（将来的に国際バカロレアの認定校を目標）

■食×サステナブル教育＆ウェルビーイングな学校

■世界の子どもと繋がる学校
・イタリアの「NGO Future Food Institute」と連携
・ポリカ村への短期交換留学制度を計画

■地域と連携する学校
田辺市と学校周辺住民と三者協定を締結

「仮称：うつほの杜学園」概要

開校予定日：令和７年４月（目標）
所 在 地：田辺市中辺路町川合1441-1（旧二川小学校）
学 校 概 要 ：小学校 定員150名（想定）

中学校 定員 75名（想定）※令和11年度開校予定
教職員 20名（想定）

世界遺産熊野古道の自然と歴史、文化豊かなこの地に探究型のバイリンガル
小中学校を設立することにより、和歌山に新たな教育の選択肢を増やすとと
もに、県外からの教育移住、地域活性化の促進にも寄与します。


